
資料２

国保の現況について



 

後期高齢者医療制度 

 

約15兆円 

 

65歳 

75歳 

・75歳以上 
・約1,690万人 
・保険者数：47（広域連合） 

健康保険組合 協会けんぽ（旧政管健保）  国民健康保険 
（市町村国保＋国保組合） 

共済組合 

 ※１ 加入者数・保険者数、金額は、平成29年度予算案ベースの数値。 
 ※２ 上記のほか、経過措置として退職者医療（対象者約90万人）がある。 
 ※３ 前期高齢者数（約1690万人）の内訳は、国保約1300万人、協会けんぽ約280万人、健保組合約90万人、共済組合約10万人。          

  約10兆円 約６兆円 健保組合・共済等 約５兆円 

・大企業のサラリーマン 
・約2,850万人 
・保険者数：約1,400 

・中小企業のサラリーマン 
・約3,830万人 
・保険者数：１ 

・公務員 
・約860万人 
・保険者数：85 

・自営業者、年金生活者、  
   非正規雇用者等 
・約3,480万人 
・保険者数：約1,900 

前期高齢者財政調整制度（約1,690万人）約７兆円（再掲） ※３ 

医療保険制度の体系 
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市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合 後期高齢者医療制度

保険者数
（平成27年3月末）

1,716 1 1,409 85 47

加入者数
（平成27年3月末）

3,303万人
（1,981万世帯）

3,639万人
被保険者2,090万人
被扶養者1,549万人

2,913万人
被保険者1,564万人
被扶養者1,349万人

884万人
被保険者449万人
被扶養者434万人

1,577万人

加入者平均年齢
（平成26年度）

51.5歳 36.7歳 34.4歳 33.2歳 82.3歳

65～74歳の割合
（平成26年度）

37.8％ 6.0％ 3.0％ 1.5％ 2.4％(※1)

加入者一人当たり医療費
（平成26年度）

33.3万円 16.7万円 14.9万円 15.2万円 93.2万円

加入者一人当たり
平均所得（※2）
（平成26年度）

86万円

一世帯当たり
144万円

142万円

一世帯当たり(※3)
246万円

207万円

一世帯当たり(※3)
384万円

230万円

一世帯当たり(※3)
451万円

83万円

加入者一人当たり
平均保険料

(平成26年度)(※４)
〈事業主負担込〉

8.5万円

一世帯当たり
14.3万円

10.7万円〈21.5万円〉

被保険者一人当たり
18.7万円〈37.3万円〉

11.8万円〈26.0万円〉

被保険者一人当たり
22.0万円〈46.3万円〉

13.9万円〈27.7万円〉

被保険者一人当たり
27.2万円〈54.4万円〉

6.9万円

保険料負担率(※5) 9.9％ 7.6％ 5.7％ 6.0％ 8.3％

公費負担
給付費等の50％
＋保険料軽減等

給付費等の16.4％
後期高齢者支援金等の
負担が重い保険者等

への補助(※7)

給付費等の約50％
＋保険料軽減等

公費負担額(※６)
(平成28年度予算ベース)

4兆3,319億円
(国3兆958億円)

1兆1,781億円
(全額国費)

381億円
(全額国費)

7兆6,368億円
(国4兆9,132億円）

（※1）一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者の割合である。

（※3）被保険者一人当たりの金額を表す。

（※4）加入者一人当たり保険料額は、市町村国保・後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。
（※5）保険料負担率は、加入者一人当たり平均保険料を加入者一人当たり平均所得で除した額。
（※6）介護納付金及び特定健診・特定保健指導、保険料軽減分等に対する負担金・補助金は含まれていない。
（※7）共済組合も補助対象となるが、平成23年度以降実績なし。

医療保険の各保険者の比較

なし

（※2）市町村国保及び後期高齢者医療制度については、「総所得金額（収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの）及び山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を
　　　 加えたものを年度平均加入者数で除したもの。(市町村国保は「国民健康保険実態調査」、後期高齢者医療制度は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」のそれぞれの前年所得を使用している。）
　　　 協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値である。

(H28.9.15 　経済・財政一体化推進委員会　第12回社会保障ワーキンググループ会議資料より作成）
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○ 自営業・農林水産業は、昭和40年代には約６割であったが、近年１５％程度で推移。 
○ 年金生活者等無職者の割合が大幅に増加するとともに、被用者は約２割から約３割に増加。 

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第２回  
市町村国保の世帯主の職業別構成割合の推移 

（資料）厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」 
（注１）擬制世帯を含む。 
（注２）平成20年度以降は後期高齢者医療制度創設に伴い、無職の世帯割合が減少していることに留意が必要。 8 
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17.3  14.8  13.3  12.1  10.6  
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0歳～19歳 20歳～39歳 40歳～64歳 65歳～74歳 

市町村国保の被保険者（75歳未満）の年齢構成の推移 

（資料）厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」 
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被保険者数全体に占める、65歳から74歳までの割合が次第に増加し、平成27年度には38.9％となっている。 
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平成２年度

（1990年度） 

平成７年度

（1995年度） 

平成１２年度

（2000年度） 

平成１７年度

（2005年度） 

平成１９年度

（2007年度） 

平成２０年度

（2008年度） 

平成２１年度

（2009年度） 

平成２２年度

（2010年度） 

平成２３年度

（2011年度） 

平成２４年度

（2012年度） 

平成２５年度

（2013年度） 

平成２６年度

（2014年度） 

平成２７年度

（2015年度） 

所得なし 0円以上100万円未満 100万円以上200万円未満 200万円以上500万円未満 500万円以上 

世帯の所得階層別割合の推移 

（注１）国民健康保険実態調査報告による。 
（注２）擬制世帯、所得不詳は除いて集計している。 
（注３）平成20年度以降は後期高齢者医療制度創設され、対象世帯が異なっていることに留意が必要。 
（注４）ここでいう所得とは「旧ただし書き方式」により算定された所得総額（基礎控除前）である。 
 

平成２７年度において、加入世帯の23.6％が所得なし、28.7％が0円以上100万円未満世帯であり、低所得世帯の割合
は増加傾向にある。 

※「所得なし」世帯の収入は、給与収入世帯で65万円以下、年金収入世帯で120万円以下。 

平成20年度 
後期高齢者医療制度創設 
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昭和60年 平成16年 平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年 平成28年 

加入者数1万人以上 加入者数5000人以上1万人未満 加入者数3000人以上5000人未満 

加入者数1000人以上3000人未満 加入者数1000人未満 

３２７０保険者 ３０９１保険者 １８３３保険者 １７９８保険者 １７２３保険者 １７１７保険者 

656保険者 

346保険者 

216保険者 

345保険者 

153 

保険者 

１７１６保険者 １７１６保険者 

保険者規模別構成割合の推移 

（出所）：「国民健康保険実態調査」 
（注）平成20年度に後期高齢者医療制度が創設され、被保険者数が減少していることに留意が必要。 

平成28年９月末時点で、1,716保険者中498保険者(約３割）が被保険者数3,000人未満の小規模保険者。 
※ただし、平成28年度の数値は速報値。 
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後期高齢者（老人）医療費 （兆円）  
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合  

国民医療費の対国民所得比 

国 民 医 療 費 （兆円） 

注１ 国民所得及びGDPは内閣府発表の国民経済計算による。 

注２ 2015年度の国民医療費（及び後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2015年度分は、2014年度の国民医療費に2015年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を 

   乗じることによって推計している。 

※70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。 

 （兆円）  

（年度） 

＜対前年度伸び率＞ 

1985 
(S60) 

1990 
(H2) 

1995 
(H7) 

2000 
(H12) 

2001 
(H13) 

2002 
(H14) 

2003 
(H15) 

2004 
(H16) 

2005 
(H17) 

2006 
(H18) 

2007 
(H19) 

2008 
(H20) 

2009 
(H21) 

2010 
(H22) 

2011 
(H23) 

2012 
(H24) 

2013 
(H25) 

2014 
(H26) 

2015 
(H27) 

国民医療費 6.1 4.5 4.5 ▲1.8 3.2 ▲0.5 1.9 1.8 3.2 ▲0.0 3.0 2.0 3.4 3.9 3.1 1.6 2.2 1.9 3.8 
後期高齢者（老人）医療費 12.7 6.6 9.3 ▲5.1 4.1 0.6 ▲0.7 ▲0.7 0.6 ▲3.3 0.1 1.2 5.2 5.9 4.5 3.0 3.6 2.1 4.6 

国民所得 7.2 8.1 1.1 1.7 ▲2.2 ▲0.8 1.2 0.5 1.1 1.1 0.8 ▲6.9 ▲3.0 2.4 ▲0.9 0.5 2.3 1.5 － 

GDP 7.2 8.6 1.8 0.8 ▲1.8 ▲0.7 0.8 0.2 0.5 0.7 0.8 ▲4.6 ▲3.2 1.4 ▲1.3 0.0 1.7 1.5 － 

医療費の動向 

（％） 

（実績見込み） 

（診療報酬改定）   0.2% ▲2.7% ▲1.0% ▲3.16% ▲0.82% 0.19% 0.004% 0.10% 
（主な制度改正） ・介護保険制度施行 

・高齢者１割負担導入 

 （2000）  

 

・高齢者１割 
  負担徹底 
 （2002） 

・被用者本人 
  ３割負担等 
 （2003） 

・現役並み 
 所得高齢者 
 ３割負担等 
 （2006） 

・未就学児 
  ２割負担 
 （2008） 

・70-74歳 
  ２割負担 (※) 
 （2014） 
 

国民医療費の対GDP比 

老人医療の対象年齢の引上げ 
70歳以上 → 75歳以上 

 （～H14.9）  （H19.10～） 
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1976 2030 
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決算補填繰入金 単年度収支差引額 

（出所） 国民健康保険事業年報、国民健康保険事業実施状況報告書  
（注１） 「決算補填等目的の一般会計繰入金」とは、「一般会計繰入金（法定外）」のうち決算補填等を目的とした額。 
（注２） 単年度収支差引額は実質的な単年度収支差引額であり各年度いずれも赤字額。 
（注３） 決算補填等目的の一般会計繰入金等は、平成27年度より定義を再整理している。。        
     従前整理であれば、平成27年度の決算補填等目的の法定外繰入額は3,469億円、単年度収支差引額は3,252億円となる。 
 
 

市町村国保の財政収支の状況（推移） 

○単年度の収支は恒常的に赤字であり、決算補填等目的の一般会計繰入も行われている。 

7 

（名目上の単年度収支から上記の決算補填等のための 
   一般会計繰入を控除した実質的な赤字額） 

（単年度収支差引額） 

（億円） 

（決算補填等目的の一般会計繰入） 

（27年度は、760保険者で実施） 
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財政安定化支援事業 

50％ 50％ 

○普通調整交付金（７％） 

 市町村間の財政力の不均衡
等（医療費、所得水準）を調整
するために交付。 

○特別調整交付金（２％） 

 画一的な測定方法によって、
措置できない特別の事情（災
害等）を考慮して交付。 

調整交付金（国） 

（９％）※１ 

7,700億円 

調整交付金（国） 

（32％） ※１ 

23,400億円 

定率国庫負担 

公費負担額 

国 計 ：      33,300億円 

都道府県計： 11,500億円 

市町村計：    1,800億円 

  市町村への地方財政措置：1,000億円 

○ 高額な医療費（１件80万円超）の発生

による国保財政の急激な影響の緩和を

図るため、市町村国保からの拠出金を

財源に、都道府県単位で負担を共有   

事業規模：3,390億円 
 ※ 国と都道府県は１/４ずつ負担 

高額医療費共同事業 

医療給付費等総額： 約114,700億円 

保険料 

（29,200億円） 

○  低所得者の保険料軽減分を公費で 
  支援。 

事業規模： 4,590億円 
       （都道府県 3/4、市町村 1/4） 

  

○  低所得者数に応じ、保険料額の一定 

割合を公費で支援                  
    事業規模： 2,630億円 

 （国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4） 

都道府県 
調整交付金 

（９％） ※１ 

6,600億円 

  保険財政共同   
安定化事業 ○  国保間の保険料の平準化、財政の 

安定化を図るため、都道府県内の国

保の医療費について、各国保からの

拠出金を財源として、都道府県単位で

負担を共有 

保険財政共同安定化事業 

※１ それぞれ保険給付費等の９％、32％、９％の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から国の調整交付金に振りかえる等の法律上の措置がある 
※２  平成２７年度決算（速報値）における決算補填等の目的の一般会計繰入の額   
※３ 退職被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金額であり、実際の交付額とは異なる 

前期高齢者交付金 

○国保・被用者保険の65歳か
ら74歳の前期高齢者の偏在
による保険者間の負担の不
均衡を、各保険者の加入者数
に応じて調整。 

 

前期高齢者交付金 
       

37,900億円 
       ※３ 

国保財政の現状 

保険料軽減制度 

保険者支援制度 

保険者支援制度 

保険料軽減制度 

高額医療費共同事業 

法定外一般会計繰入 

約3,000億円 ※２ 

（平成29年度予算ベース） 

5 

厚生労働省作成資料
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資料：国民健康保険事業状況報告書（事業年報）

資料：厚生労働省「国民健康保険実態調査」

徳島県の国保の状況

110,034 110,071 109,999

108,578

106,596

188,920
187,592

185,720

181,120

175,236

165,000

170,000

175,000

180,000

185,000

190,000

103,000

104,000

105,000

106,000

107,000

108,000

109,000

110,000

111,000

112,000

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

（世帯） （人）

世帯数 被保険者数

被保険者数、世帯数ともに年々減少傾向にある。

① 被保険者数及び世帯数

26.24% 25.48% 24.73% 23.75% 22.53%

40.93% 40.23% 38.57% 37.06% 35.98%

32.84% 34.29% 36.70% 39.19% 41.49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

０歳～３９歳 ４０歳～６４歳 ６５歳～７４歳

６５歳から７４歳までの占める割合が増加している。

② 被保険者の年齢構成
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資料：厚生労働省「国民健康保険実態調査」

6.45% 4.57% 5.35% 4.51% 3.74%

9.13%
8.38% 9.76% 9.62% 7.84%

21.13%
21.16% 19.20% 19.82%

18.08%

2.24%
2.55% 3.33%

1.31%
1.89%

51.39% 54.91% 51.93%
47.18%

46.86%

9.67% 8.43% 10.43%
17.56%

21.59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

不詳

無職

その他

被用者

その他の

自営業

農林水産業

年金生活者等無職者、職業不詳の割合が増加している。

③ 世帯主の職業別構成割合
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資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」

資料：徳島県国民健康保険団体連合会資料

696 698 705 704 715

361,744
367,196

374,484
380,147

398,279

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

420,000

500

600

700

800

900

1,000

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

（一人当たり：円）（県：億円）

県全体 一人当たり

県全体の医療費の伸び以上に、一人当たり医療費が

伸びている。

④ 医療費

9,888 10,788 11,038 11,554 12,480

62,055 62,553 63,143 65,455 66,756

15.9% 17.2% 17.5% 17.7% 18.7%0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

（百万円）

高額医療費 療養諸費

高額医療費の医療費全体に占める割合が増加して

いる。

⑤ 高額医療費
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資料：国民健康保険事業状況報告書（事業年報）

5.4 3.7 4.3 2.9 3.1

▲ 14.8

▲ 9.1

▲ 14.1

▲ 9.7
▲ 11.0

▲ 9.4
▲ 5.4

▲ 9.8
▲ 6.8

▲ 7.9

(6団体)
(10団体) (6団体)

(7団体) (7団体)

(18団体)

(14団体)

(18団体)

(17団体)
(17団体)

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

（億円）

黒字金額 赤字金額 単年度収支差引額

赤字保険者が多く、県全体の単年度収支差引額は

赤字が続いている。

⑥ 財政収支
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資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」

381,269
399,705

421,436

383,689

439,841

344,602
374,459

398,006

465,702 468,448

353,726
369,632

345,408

397,089 395,323
421,482

383,201

460,634
483,432

451,319 456,296

421,167
407,868

422,123
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（万円）

⑦ 一人当たり医療費（平成２７年度）

格差 順位

1 滋賀県 1.2倍 354,135 30
2 静岡県 1.2倍 337,356 37
3 富山県 1.2倍 375,969 19
4 大分県 1.2倍 421,114 4
5 福井県 1.2倍 381,626 17

17 徳島県 1.4倍 398,279 11

43 群馬県 1.9倍 325,565 40
44 東京都 2.0倍 310,163 45
45 山梨県 2.2倍 340,817 36
46 長野県 2.2倍 343,102 34
47 北海道 2.6倍 383,551 14

394,697

一人当たり医療費の
市町村間格差
（平成27年度）

都道府県別
一人当たり医療費

（円）

全国平均
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※資料：厚生労働省「国民健康保険実態調査」

44.6

51.8

39.8
43.3

46.9

40.0

45.0
42.4

32.1

39.2

53.6
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41.3
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32.7 33.0 32.4
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（万円）

⑧ 一人当たり所得（平成２６年）
格差

1 福井県 1.2倍 58.6
2 大分県 1.3倍 42.3
3 富山県 1.4倍 59.2
4 栃木県 1.5倍 64.3
5 長崎県 1.5倍 45.2

22 徳島県 1.9倍 42.4

43 長野県 4.9倍 59.1
44 秋田県 5.0倍 42.4
45 福島県 5.7倍 60.0
46 兵庫県 8.0倍 58.9
47 北海道 22.4倍 57.8

66.5

一人当たり所得の
市町村間格差
（平成26年）

都道府県別
一人当たり所得

（万円）

全国平均
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※資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」

※保険料（税）額には介護納付金分を含んでいない。

※東日本大震災による保険料（税）減免で、一人当たり保険料（税）が小さくなっている保険者がある福島県を除く。
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格差 順位

1 長崎県 1.3倍 76,291 42
2 鳥取県 1.3倍 78,554 36
3 富山県 1.4倍 86,639 15
4 兵庫県 1.4倍 82,135 26
5 岩手県 1.5倍 74,105 44

28 徳島県 1.7倍 82,013 27

43 秋田県 2.8倍 72,644 45
44 北海道 2.9倍 83,601 24
45 東京都 3.3倍 90,582 7
46 長野県 3.6倍 78,401 37

84,156

一人当たり保険料(税)の
市町村間格差

（平成27年度）

都道府県別
一人当たり保険料(税)

（円）

全国平均

⑨ 一人当たり保険料（税）（平成２７年度）
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※資料：厚生労働省「国民健康保険事業年報」
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（％）

1 島根県 95.49
2 佐賀県 94.97
3 富山県 94.64
4 長野県 94.31
5 滋賀県 94.12

36 徳島県 91.55

43 埼玉県 90.00
44 青森県 89.76
45 千葉県 89.53
46 栃木県 88.94
47 東京都 87.44

91.45

収納率（現年度分）
（平成27年度）（％）

全国平均

⑩ 収納率（平成２７年度）
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　　徳島県における国保の財政状況の概要（平成２６年度）

２７７億円 ２７２億円

保険料 １６１億円

保険者支援制度

前期高齢者交付金

１８９億円

国調整交付金（９％）

７９億円

普通 ６７億円

特別 １２億円

定率国庫負担金（３２％）

１５３億円

県調整交付金（９％）

４０億円

普通 ３７億円

特別 ３億円

財政安定化支援事業 １２億円

県
（１／４負担）

２億円

国
（１／２負担）

４億円

法定外一般会計繰入 ４億円

市町村
（１／４負担）

２億円

高額医療費共同事業

国

(１／４負担)

５億円

保険料軽減制度
県

（３／４負担）

２４億円

市町村
（１／４負担）

８億円

保険財政共同安定化事業

後期高齢者支援金 ９８億円 介護納付金 ４５億円保険給付費 ５８９億円

療養給付費等交付金 ５０億円

保健事業 ６億円

主な収入（７３８億円）

県

(１／４負担)

５億円

主な支出（７３８億円）
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